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１【提出理由】

　当社が締結していた財務上の特約が付された債権者間協定書について、2026年１月30日付で当該特約の内容に変更が

ありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の５の

規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
 
２【報告内容】

(1)　債権者間協定を締結した年月日

　　　2025年２月14日

 
(2)　債権者間協定の相手方の属性

　　　取引金融機関14行

 
(3)　債権者間協定に係る対象債務の額及び協定期間

　　　① 対象債務の額　　　　64,290百万円及び100百万豪ドル　(2025年12月末残高70,818百万円)

　　　② 協定期間　　　　　　2025年３月14日から５年間

 
(4)　財務上の特約の内容及び変更年月日

　　(変更前)

①　2025年３月期以降、当該決算期末日における連結純資産額が、2024年12月に取りまとめた事業再生計画上の当

該決算期末日における連結純資産額の50％以上維持。

②　2025年３月末日を初回とし、各暦月末日における連結現預金残高と三菱ＵＦＪ銀行と締結した貸出コミットメ

ント契約の未使用貸付極度額を加算した金額を85億円以上に維持する。

③　連結経常損益が2025年３月期以降において二期連続で損失としない。

 
　　(変更後)　変更箇所は下線部

①　2025年３月期以降、当該決算期末日における連結純資産額が、2024年12月に取りまとめた事業再生計画上の当

該決算期末日における連結純資産額の50％以上維持。

②　2025年３月末日を初回とし、各暦月末日における連結現預金残高と三菱ＵＦＪ銀行と締結した貸出コミットメ

ント契約の未使用貸付極度額並びに三菱ＵＦＪ銀行と締結した当座貸越契約の未使用貸付極度額を加算した金額

を85億円以上に維持する。

③　連結経常損益が2025年３月期以降において二期連続で損失としない。

 
変更年月日　2026年１月30日

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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